
令和７年１０月１４日 

 

事 業 主 様 

担 当 者 様 

 

西日本パッケージング健康保険組合 

 

事務所移転 及び 証の再発行について 
 

平素より、当健康保険組合の事業運営にご理解とご協力を賜りましてお礼申し上げます。 

さて、この度 大阪紙器会館の売却に伴い、下記の通り事務所を移転することになりましたので

お知らせいたします。 

なお、移転先の住所は下記の通りです。電話番号・FAX 番号の変更はありません。 

また、保険証などに住所が記載されているものについては、下記の通りに再交付等を行いますの

でよろしくお願いします。 

 

記 

 

１ 新住所 〒５５０－０００４ 

 大阪市西区靭本町二丁目３番２号 

 なにわ筋本町ＭＩＤビル ８階 （裏面 案内図 参照） 

 

２ 電話番号 ０６－６９４１－４６３５（変更なし） 

 

３ ＦＡＸ番号 ０６－６９４４－０５１４（変更なし） 

 

４ 業務開始日 令和７年１１月２５日（火）午前９時から 

 ※令和７年１１月２１日（金）午後５時まで通常業務 

 

５ 再交付について ① 保険証 

現在の保険証（プラスチック製）は、令和７年１２月２日から医療機関

等では使用できなくなるため、再交付はしません。 

そのまま１２月１日までご利用ください。 

 

② マイナ保険証を登録していない方（資格確認書をお持ちの方）のみ 

・健康保険高齢者受給者証 

・健康保険限度額適用認定証 

・健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 

再交付を行います。１２月中旬ごろに事業主様へ送付しますので、被保

険者・被扶養者へお渡し願います（旧証の回収をお願いします）。 



６ 案内図 


